
 

 

11.111.111.111.1およびおよびおよびおよび 11.1211.1211.1211.12運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について運送施設の改正について    

 

 

 日本郵便（株）信越支社 郵便・物流オペレーション部は、本日（10月 20日）「11.1

および 11.12運送施設の改正」について、地方本部に説明してきました。 

 

標記概要は、管理、大口顧客の移転および荷量精査等の改正事由が生じたことから 

運送便を改正するものです。 

 なお、11 月 12 日については、コメ臨時便の終了後の改正となります。 

 

 

１．改正線路等 

  主な調整内容やダイヤグラム等の詳細については、支社資料を参照願います。 

 

２．輸送情報システムの変更 

  既定便におけるシステムの登録変更は、支社において実施します。 

 

３．その他 

  この件の実施に伴う服務表の改正はありません。 

 

 

【労使対応】  情報提供       

 

 

交渉情報 NO.38 
日本郵便（株）信越支社 

郵便・物流オペレーション部 

Ｊ Ｐ 労 組 信 越 地 方 本 部 2022 年 10 月 20 日  添付資料：10 枚 

信越
地本 交渉関係


